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4 件 　（備考）

3 件 　今回の審



質　問 回　答
１．委員の交代について

2．案件の抽出について

3．案件の審議について
（1）一般競争
【広島大学（原医研）実験研究棟新営機械設備工事】

・見え消しのまま公告することに問題はないのか。 ・作成要領上、問題ない。

（2）一般競争
【広島大学（東広島）総合研究棟改修等工事】

・交渉時に予 格は伝えるのか。 ・伝えていない。

（3）一般競争（政府調達協 対 工事）
【広島大学（東千田）校舎新営その他工事】
・WTO対 工事となる金額等の基準はあるのか。 ・450万SDR（6億8000万円）を超える案件が対 である。

・前任の胡田委員の後任として、井上委員が了承され
た。

・清水委員長の抽出した案件（工事95件中3件、設計23件
中1件）について了承された。

・入札公告について，取り消し線を引いた文章をそのまま
残しているのはなぜか。

・見え消し箇所については，当案件では該当しない旨を
競争参加者に知らせるためである。



質　問 回　答

・契約変更の場合，任意で話し合いをしているのか。 ・変更契約協議後に入札を行っている。

（４）設計・コンサルティング業務

・そのとおりである。

さらに契約事務期間短縮のメリットがある。
・Ａ社とB社は入っていない。

・15億円が総事業費なのか。 ・大学から出した資料の中で15億円と明記している。

4．意見の具申又は勧告について
・了解した。

・WGで提出資料から草案を作成したものを技術審査委員
会で再確認し、最終的に総合評価審査委員会で確認して
いる。ダブルチェック，トリプルチェックとなっているので，
十分に確認が行われていると感じる。
・技術審査の表中の評価について， D-5では「標準的な
提案である」としながらも「〇（評価する）」となっているほ
か，H-4でも同様の評価となっているが問題ないのか。

に縮 も いるが か価すら



質　問 回　答

5．議事録の確認について

6．その他

・余談だが、ミライクリエ（国際交流拠点施設）も本学の地
域拠点として、地域の皆さんに利用していただくコンセプ
トで全体像を設計している。法学部は広島に移転すること
になっているが、単に法学部が移転するということでなく、
法曹関係については広島を拠点にする、それと同時にリ
カレント教育とかそういった拠点としてこちらを有効活用し
たいという思いがある。本当はこういった建物(東千田)も
そういうことを織り込んで建築はしてある。単に事務的に
移るのではなく、本学の将来的な構想、地域といろんな面
で協力していくという面でやっている。

・（東千田）校舎も基本設計で最低条件と本学の考えを提
示し、一番いい提案をした業者を選定し契約している。

・いろいろお話があったが、今回は意見の具申又は勧告
はなしとする。

・本日の議事録を事務より送付する。了承を得たのち広
島大学HPに公表する。

・次回の委員会は令和5年9月頃に開催することが了承さ
れた。
・次回の審査対象期間は令和4年4月1日から令和5年3月
31日の1年間とすることが了承された。
・次回の案件抽出は引き続き委員長が担当することが了
承された。
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